別表第1(第4条関係)
共通決裁・専決事項
1　一般的事項
種別
決裁・専決事項
決裁区分




指定合議先



管理者
専決権者

消防長
専決権者





消防長
課長

課長


1　組合議会
(1)　組合議会の招集の決定
○







(2)　組合議会に対する提出案件の決定
○







(3)　提出案件に係る提出理由説明の作成

○






(4)　議会審議資料の提出

○






(5)　一般質問答弁要旨の作成

○





2　条例、規則及び規程等
(1)　条例、規則、組合規程等の制定及び改廃の決定
○




総務課長


(2)　消防本部規程等の制定及び改廃の決定
(承認)


○

総務課長

3　請願及び陳情等
(1)　国又は県に対する請願、陳情、要望等の決定
○







(2)　消防行政に対する陳情及び請願の処理決定
重要なもの
軽易なもの



総務課長

4　閲覧及び証明等
(1)　行政資料の閲覧許可及び提供の決定

○






(2)　原簿による諸証明、閲覧、謄本及び抄本の交付の決定


○




5　文書取扱い
(1)　国、県等に対する許可、認可、承認等の申請並びに届出、進達及び報告
重要なもの
軽易なもの






(2)　照会、回答、申請、通知、報告、依頼、届出等の処理

重要なもの
軽易なもの





(3)　照会、回答、申請、通知、報告、依頼、届出等の受理


○




6　訴訟等
(1)　異議の申立て、訴訟、和解に係る事務処理の決定
○







(2)　損害賠償等に係る事務処理の決定
○






7　公示(条例、規則等を除く。)
告示、公告、公表その他の公示事項の決定

重要なもの
軽易なもの


総務課長

2　人事・服務に関する事項
種別
決裁・専決事項
決裁区分




指定合議先



管理者
専決権者

消防長
専決権者





消防長
課長

課長


1　任免等
(1)　消防長、消防団長の任命の決定
○







(2)　職員(消防長を除く)の任命の決定
(承認)


○




(3)　消防団員(団長を除く)の任命の決定
(承認)


団長
○




(4)　職員の休職、免職及び懲戒等の決定
消防長、消防団長


○




(5)　附属機関の委員等その他非常勤特別職の委嘱、任免の決定
○







(6)　内部委員会の委員等の任命の決定



○




(7)　職員の異動配置の決定



○




(8)　職員の事務分担の決定




○


2　休暇等
(1)　年次有給休暇の承認



次長及び課長
所属職員



(2)　特別休暇及び病気休暇の承認




○
所属長


(3)　介護休暇の承認



○

所属長


(4)　週休日の指定及び半日勤務時間の割振り変更の承認



次長及び課長
所属職員



(5)　休日の代休日の指定の承認



次長及び課長
所属職員



(6)　育児休業及び育児短時間勤務の承認



○

所属長


(7)　欠勤の承認




○
所属長

3　職務専念義務免除
職務専念義務免除の承認




○
所属長

4　時間外勤務命令等
時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務命令



次長及び課長
所属職員


5　勤務時間等
勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振り




○


6　出張
(1)　教育訓練派遣、資格取得研修等に係る出張命令及び復命の受理



○




(2)　上記以外の出張命令



次長及び課長
所属職員



(3)　上記出張の復命の受理




○


3　財務関係
決裁・専決事項
管理者
専決権者


指定合議先



消防長
次長
課長


支出負担行為
500万円超
500万円以下
300万円以下
100万円以下


支出命令

500万円超

500万円以下


収入

500万円超

500万円以下
総務課長

予備費の充当
50万円超
50万円以下

総務課長　20万円以下


予算の流用
50万円超
50万円以下

総務課長　20万円以下


物件の売却
50万円超
50万円以下

総務課長　20万円以下


4　その他
決裁・専決事項
管理者
専決権者


指定合議先



消防長
次長
課長


工事等起工伺
500万円超
500万円以下
300万円以下
100万円以下


物品等購入伺
500万円超
500万円以下
300万円以下
100万円以下


指名業者選定依頼



○


工事の検査

300万円超
300万円以下
100万円以下


